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手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）新旧対照表 

手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【案】 修正後 手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【素案】 修正前 

第１章 手賀沼水質保全対策の状況 

１ 手賀沼に係る湖沼水質保全計画の策定 

 

このほか、これまでの湖沼計画では、農業用水など手賀沼の利用目的に応

じて設定されたＣＯＤ、全窒素及び全りんの環境基準の達成に向け、計画期

間中に達成すべき水質及び汚濁負荷量の目標を定めて総合的な施策を講じて

きましたが、県民の親水利用の場としての評価が必ずしも十分ではありませ

んでした。手賀沼は散策や釣り、サイクリングなど、親水利用の場としても

多面的に利用されており、県民の健康で文化的な生活の確保に重要な役割を

果たしています。 

第１章 手賀沼水質保全対策の状況 

１ 手賀沼に係る湖沼水質保全計画の策定 

 

このほか、これまでの湖沼計画では、県民の親水利用の場としての評価が

必ずしも十分ではなかったという課題もあります。これまでの計画では、農

業用水など、手賀沼の利水状況に応じて設定されたＣＯＤ、全窒素及び全り

んの環境基準の達成に向け、計画期間中に達成すべき水質及び汚濁負荷量の

目標を定めて総合的な施策を講じてきました。その一方で、手賀沼は、散策

や釣り、サイクリングなど、親水利用の場としても多面的に利用されており、

県民の健康で文化的な生活の確保に重要な役割を果たしています。 

 

第２章 手賀沼の水質保全に関する方針 

４ 第８期湖沼計画での水質保全施策の方向性 

 

(2) 生物の生息環境の保全 

ア 外来水生植物の駆除 

手賀沼とその流域河川において急速に繁殖しているナガエツルノゲ

イトウやオオバナミズキンバイなどの外来水生植物を流域市や市民団

体等と連携し、計画的に駆除することで生物の生息環境を保全します。 

この取組により、治水や利水の支障を除去するなどの効果も期待され

ます。 

 

第２章 手賀沼の水質保全に関する方針 

４ 第８期湖沼計画での水質保全施策の方向性 

 

(2) 生物の生息環境の保全 

ア 外来水生植物の駆除 

手賀沼とその流域河川において急速に繁殖しているナガエツルノゲ

イトウやオオバナミズキンバイなどの外来水生植物を流域市や市民団

体等と連携し、計画的に駆除することで生物の生息環境を保全します。 

この取組により、治水や利水の支障を防止するなどの効果も期待され

ます。 

 

第３章 手賀沼の水質保全に向けた取組 

１ 湖沼の水質の保全に資する事業 

 

(2) 高度処理型合併処理浄化槽の設置促進（県・流域市）  

 

 

 

 

第３章 手賀沼の水質保全に向けた取組 

１ 湖沼の水質の保全に資する事業 

 

(2) 高度処理型合併処理浄化槽の設置促進（県・流域市）  
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手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【案】 修正後 手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【素案】 修正前 

 

 

(7) 流入河川等の浄化対策   

イ 多自然川づくり（県・流域市） 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 河川清掃等（県・流域市・事業者・ＮＰＯ・住民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 流入河川等の浄化対策   

イ 多自然川づくり（県・流域市） 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 河川清掃等（県・流域市・事業者・ＮＰＯ・住民） 
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手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【案】 修正後 手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【素案】 修正前 

 

 

(8) 沼の直接浄化対策        

イ 水生植物の刈取り（県・流域市・ＮＰＯ・住民） 

手賀沼及びその流域河川では、外来水生植物であるナガエツルノゲイ

トウやオオバナミズキンバイなどが急速に繁殖しており、水質・生態系

などへの影響や、利水・治水関連施設の管理上の支障、農業・漁業被害、

景観悪化などが懸念されています。 

栄養塩類（窒素、りん）を吸収して繁殖した水生植物を刈り取ること

で、繁殖の拡大を防ぐとともに水質浄化を図ります。 

 

エ 沼清掃等の環境保全活動（県・流域市・事業者・ＮＰＯ・住民） 

手賀沼及びその周辺において、県及び流域市等によるごみ清掃等を実

施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 沼の直接浄化対策        

イ 水生植物の刈取り（県・流域市・ＮＰＯ・住民） 

沼及びその流域河川では、外来水生植物であるナガエツルノゲイトウ

やオオバナミズキンバイなどが急速に繁殖しており、水質・生態系など

への影響や、利水・治水関連施設の管理上の支障、農業・漁業被害、景

観悪化などが懸念されています。 

栄養塩類（窒素、りん）を吸収して繁殖した水生植物を刈り取ること

で、繁殖の拡大を防ぐとともに水質浄化を図ります。 

 

エ 沼清掃等の環境保全活動（県・流域市・事業者・ＮＰＯ・住民） 

手賀沼及びその周辺におけるごみ清掃を実施し、県はアダプト・プロ

グラムにより、住民等の清掃活動を支援します。 

市民団体と行政が協働し、以下の活動を通じて、地域住民に沼の魅力

などを伝える取組を進めます。 
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手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【案】 修正後 手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【素案】 修正前 

２ 湖沼の水質の保全のための規制その他の措置 

 

 

(1) 工場・事業場排水対策（県・流域市）  

 

 

(2) 生活排水対策  

 

 

(3) 畜産業に係る汚濁負荷対策（県・流域市）  

 

 

(4) 漁業に係る汚濁負荷対策（県）   

 

 

(5) 流出水対策      

ア 市街地対策（県・流域市・事業者・住民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 湖沼の水質の保全のための規制その他の措置 

 

 

(1) 工場・事業場排水対策（県・流域市）  

 

 

(2) 生活排水対策  

 

 

(3) 畜産業に係る汚濁負荷対策（県・流域市）  

 

 

(4) 漁業に係る汚濁負荷対策（県）   

 

 

(5) 流出水対策     

ア 市街地対策（県・流域市・事業者・住民） 
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手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【案】 修正後 手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【素案】 修正前 

イ 農地対策（国・県・流域市） 

(ｲ) 環境にやさしい農業の推進 

ａ ちばエコ農業、エコファーマー等環境への負荷を軽減する農業を

推進します。 

○ ちばエコ農業の推進 栽培面積（令和２年度末）：301.3ha 

○ エコファーマーの認定 認定面積（令和２年度末）：138.7ha 

ｂ 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動（有機

農業、カバークロップ作付等）に取り組む農業者を支援します。 

○ 環境保全型農業直接支払交付金 実施面積（令和２年度末） 

：11.4ha 

 

(6) 緑地の保全その他湖辺の自然環境の保護    

ア 里山の保全（県・流域市・事業者・ＮＰＯ・住民） 

「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」に基づく里山

活動協定の締結を支援し、認定します。 

また、市民参加による森林整備を実施することで、市民活動の広がり

に寄与するとともに、計画的な森林整備及び基盤整備により、森林の有

する水源涵養、生物多様性の保全等の公益的機能を発揮させます。 

 

 

(7) 地下水利用の適正化（県・流域市・事業者）  

 

 

(8) 土砂等の埋立て等の適正化（県・流域市・事業者）  

 

 

(9) 廃棄物の不法投棄の防止（県・流域市・事業者）  

 

 

 

 

 

イ 農地対策（国・県・流域市） 

(ｲ) 環境にやさしい農業の推進 

ａ ちばエコ農業、エコファーマー等環境への負荷を軽減する農業を

推進します。 

○ ちばエコ農業の推進 栽培面積（令和２年度末）：301.3ha 

○ エコファーマーの認定 認定面積（令和２年度）：138.7ha 

ｂ 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動（有機

農業、カバークロップ作付等）に取り組む農業者を支援します。 

○ 環境保全型農業直接支払交付金 実施面積：11.4ha 

 

 

(6) 緑地の保全その他湖辺の自然環境の保護      

ア 里山の保全（県・流域市・事業者・ＮＰＯ・住民） 

千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例に基づく里山活

動協定の締結を支援し、認定します。 

また、市民参加による森林整備を実施することで、市民活動の広がり

に寄与するとともに、計画的な森林整備及び基盤整備により、森林の有

する水源涵養、生物多様性の保全等の公益的機能を発揮させます。 

 

 

(7) 地下水利用の適正化（県・流域市）  

 

 

(8) 土砂等の埋立て等の適正化（県・流域市）  

 

 

(9) 廃棄物の不法投棄の防止（県・流域市・事業者）  
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手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【案】 修正後 手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【素案】 修正前 

３ その他水質保全のために必要な措置 

 

(1) 調査研究の推進（県・流域市・事業者）     

イ 面源系由来の汚濁負荷の実態調査 

これまでの対策の実施にもかかわらず、森林・原野、市街地及び農地

といった面源から河川を通じて手賀沼に流入する汚濁負荷量が削減さ

れていないことから、将来的な原単位の見直しを見据え、印旛沼流域の

市街地や道路排水における降雨時の現地調査など、その実態を明らかに

するための調査を行います。 

 

 

(2) 生物の生息環境の保全に関する指標の検討（県・流域市） 

 

 

 

 

(3) 親水性を評価するための指標の設定（県）  

 

                          

 

 

(4) 長期ビジョンの見直しに向けた検討（県）  

 

 

 

 

(6) 放射性物質への対応（国・県・流域市）  

 

 

 

３ その他水質保全のために必要な措置 

 

(1) 調査研究の推進（県・流域市・事業者）     

イ 面源系由来の汚濁負荷の実態調査 

これまでの対策の実施にもかかわらず、森林・原野、市街地及び農地

といった面源から河川を通じて手賀沼に流入する汚濁負荷量が削減さ

れていないことから、将来的な原単位の見直し見据え、印旛沼流域の市

街地や道路排水における降雨時の現地調査など、その実態を明らかにす

るための調査を行います。 

 

 

(2) 生物の生息環境の保全に関する指標の検討（県・流域市）  

 

 

 

 

(3) 親水性を評価するための指標の設定（県）  

 

 

 

 

(4) 長期ビジョンの見直しに向けた検討（県） 

 

 

 

 

(6) 放射性物質への対応（国・県・流域市） 
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手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【案】 修正後 手賀沼に係る湖沼水質保全計画（第８期）【素案】 修正前 

第４章 大津川流域における流出水対策推進計画 

２ 流出水の水質を改善するための具体的方策に関すること 

 

(1) 市街地対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 大津川流域における流出水対策推進計画 

２ 流出水の水質を改善するための具体的方策に関すること 

 

(1) 市街地対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


